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国 税 /平成20年分所得alの確定申告

2月 16日 ～3月 15日

(選付申告
``申

告期間前でも受け付けられます)

税/贈与税の申告     2月 1日～3月 15日

税′1月分澤泉所得税の訥付     2月 10日

税/12月決算法人の確定申告(法人Bl消費税等)
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平
成
２８
年
分

確
定
申
告
の

ポ

イ

ン

ト

本
年
も
所
得
税

の
確
定
中
告
時
期

と
な
り
ま
し
た
。
選
付
中
告
は
、
既

に

一
月
か
ら
始
ま

つ
て
い
ま
す
が
、

納
付
額

の
あ
る
人
に
つ
い
て
は
、
一
．

月
十
六
日
か
ら
二
月
十
五
日
ま
で
と

な
り
ま
す
。

以
下
、
平
成

二
十
八
年
分
確
定
中

告
の
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
し
て
み
ま
す
。

１
　
■
定
申
告
の
対
象
書

●
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
人

（主
な
例
）

一̈
　
個
人
で
事
業
を
行

っ
て
お
り
納

税
額
が
あ
る

●
　
不
動
産
収
入
が
あ
り
納
税
額
が

あ
る

●
　
給
与
が
年
間
一
千
万
円
を
超
え

る

一■
　
一
一
か
所

以
Ｌ
か
ら
給
与
を
も
ら

っ
て

い
る

一，
　
同
族
会
社

の
役
員
等

で
、
そ

の

会
社

に
不
動
産

や
事
業
資
金
を
貸

し
付
け
、
使
用
料
　
利
息
等
を
受

け
取

っ
て
い
る

●
　
平
成
二
十
八
年
中
に
土
地
等

の

譲
渡
が
あ

っ
た

●
　
給
与
所
得
者
で
綸

，
以
外
の
所

得
金
額
が
二
０
万
円
を
超
え
る

●
所
得
税
の
選
付
を
受
け
ら
れ
る
人

（主
な
例
）

雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、
寄

附
金
控
除
、
配
当
推
除
、
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
を
受
け
る
人

２
　
平
成
二
十
八
年
分
確
定
申
告
の

主
な
留
意
点

――，
　
売工
き
家
に
係
る
譲
渡
所
得
の
特

別
控
除
の
特
例
の
創
設

相
続
円
始
直
前
に
お

い
て
、
被
相

続
人
の
み
が
居
住

の
用
に
供
し
て

い

た
家
屋
を
相
続
し
た
相
続
人
が
、
そ

の
家
屋

（耐
震
性
の
な
い
場
合
は
耐

震
リ
フ
ォ
ー
ム
を
し
た
も
の
に
限
り
、

（

そ
の
敷
地
を
含
み
ま
す
）
又
は
家
摩

除
却
後

の
土
地
を
相
続
時
か
ら
二
年

を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年

の
十
一

月
二
十

一
日
ま
で
に
譲
渡
し
た
場
合

に
は
、
そ
の
家
屋
又
は
除
却
後

の
上

（

地
の
譲
減
益
か
ら

１
千
万
円
を
拌
除

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
制
度
は
、
平
成
二
十
八
年
四

月

一
日
以
後
の
議
渡
か
ら
適
用
さ
れ

て
い
ま
す
。

②
　
住
宅
の
多
世
帯
同
居
改
修
工
事

等
に
係
る
特
例
の
創
設

平
成
ニ
ト
八
年
四
月

一
日
か
ら
、

自
己
の
有
す
る
家
屋
に
多
世
帯
同
居

改
修
Ｌ
事
を
行

っ
た
場
合
に
、
次

の

■
又
は

，
あ

特
例
を
適
用
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

対
象
と
な
る
Ｌ
事
は
、
キ
ッ
チ
ン

浴
室
　
ト
イ
レ
又
は
玄
関
の
う
ち
少

な
く
と
も

一
つ
を
増
設
し
、

い
ず
れ

か
一
つ
以
Ｌ
が
複
数
簡
所
に
な
る
エ

事
で
す
。

■
一　
ロ
ー
ン
型
減
税

多
世
帯
同
居
改
修
Ｅ
事
を
含
む

増
改
築
工
事
に
係
る
住
宅
借
入
金

等

（償
遺
期
間
五
年
以
Ｌ
）
の
年

末
残
高

一
千
万
円
以
ド

の
部
分
に

つ
い
て
、　
一
定
割
合
を
乗
じ
た
金

額
を
五
年
間
の
各
年
に
お

い
て
所

得
税
額
か
ら
控
除

一‐２‐
　

投
資
型
減
税

多
世
帯
同
居
改
修
工
事

の
標
準

的
な
費
用

の
額

の

一
０
％
相
当
額

を
そ

の
年
分
の
所
得
税
額
か
ら
控

除

被相続人の

居住の月に供していた

家屋及びその象地

{甲ξド綸認 渇ぞF建築}
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チエックの内吾

営菫 凛■ わ 他の■彙不動産所rl年については収支内訳書の添付・F必要です.

給与所得事の源泉散収驀け 原本が添付されていますか.

J寸中告書t糧出す

“

合は綸与所el_外 0所得癒 万円以下ち ても合つて中れ 討 .

●
●
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すまい給付金を
受け取つたときの課税関係

すまい給付金は 消費税率引上げによる

住宅取得者の負担をかなりの程度緩和する

ために創設された制度で、居住用の住宅を

取得し、収入など一定の要件を満たした場

合に最大30万円の給付を受けることがで

きます。

◎所得税の課税関係
「すまい給付金」を受け取った場合 受け

とった年の一時所得として、所得税の課税

対象となります。

ただし、一時所得には50万 円の特別控

除があるため、その年に他に一時所得がな

ければ、すまい給付金に対する所得税はか

かりません。

なお、すまい給付金は「国庫補助全等」

に該当し、特例によリー時所得の総収入金

額に含めないことができます。その場合に

は、確定申告書に「国庫補助金等の総収入

金額不算入に関する明細書Jを 添付する必

要があります。

この特例 を適用 して一時所得の総収入金

額に含めなかった場合には 減価償却費の

計算や、住宅を売却 したときの譲渡所得の

計算にあたっては 住宅の取得価額からす

まい給付金の金額を控除 しなければなりま

せん。

⑥住宅借入金等特男1控除等の適用

すまい給付金は 住宅の取得に対 して交

付されたものです。

そのため、「すまい給付金」の交付を受

けたときは 住宅借入金等を有する場合の

所得税額の特別控除に規定される「住宅の

取得等に関し 補助金等 の交付を受ける

場合Jに該当し、住宅借入金等を有する場

合の所得税額の特別控除の適用を受ける場

合には、住宅の取得価額から控除して計算

しなければなりません。

特定増改築等の場合、耐震改修した場合、

特定改修工事をした場合の税額控除を受け

る場合も同様です。
●
●
●

ココ理□他の文書を引用してい
る文書の取扱い

ある文書に原契約書 規約、約款、見積

書、注文書等の文書を引用することが記載

されている場合は 引用 されている他の文

書の内容は、その文書に記載されているも

のとして判断されます。

記載金額と契約期間は、印紙税法が「当

該文書に記載された金額J「契約期間の記

載のあるもの」というように、原則として、

その文書に記載された金額及び契約期間を

いうことを明らかにしているため、引用さ

れている他の文書の内容を取り入れると金

額及び期間が明らかとなる場合でも、その

文書には記載金額及び契約期間の記載はな

いことになります。

ただし、不動産の譲渡契約書等、il負 に

関する契約書及び売上代金に係る金銭又は

有価証券の受取書については、文書に具体

的な金額の記載がない場合であっても記載

金額があることになる場合があるので注意

しなければなりません。

相
続
税
額
の
三
割
加
算
と
は
？

相
続
、
遺
贈
や
相
続
時
精
算
課
税

に
係
る
贈
与
に
よ
っ
て
財
産
を
取
得

し
た
人
が
　
被
相
続
人
の

一
親
等
の

血
族

（代
襲
相
続
人
と
な
っ
た
孫
な

ど
の
直
系
卑
属
を
含
む
）
及
び
配
偶

者
以
外
の
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
人
の
相
続
税
額
は
そ
の
相
続
税
額

の
二
割
に
相
当
す
る
金
額
を
加
算
し

た
金
額
と
な
り
ま
す
。

例
え
ば
、被
相
続
人
の
兄
弟
姉
妹
、

甥
や
姪
が
相
続
人
と
な
っ
た
場
合
や

被
相
続
人
の
養
子
と
し
て
相
続
人
に

な
っ
た
孫
な
ど
が
二
割
加
算
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

な
お
　
孫
を
養
子
に
し
て

い
る
場

合
に
は
相
続
税
額
の
三
割
加
算
の
対

象
と
な
り
ま
す
が
、
既
に
実
子
が
死

亡
し
て
、
孫
養
子
が
代
襲
相
続
人
と

な
っ
て
い
る
場
合
に
は
二
割
加
算
は

不
要
と
な
り
ま
す
。
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